
埼玉県中小企業制度融資の
令和５年度改正点について

産業労働部 金融課



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について ☜
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



１−(1) 令和５年度の主な改正イメージ

０．４％ ０．６％

スタートアップ創出促進
保証制度

追加

追加

追加

起業家育成資金の拡充

設備投資促進資金の拡充 伴走支援型経営改善資金の拡充

企業パワーアップ資金の拡充

利子補給率・成長分野 ・人手の省力化
・職場環境整備等 ・感染症拡大防止
・カーボンニュートラルの実現
・ＤＸの推進 ・事業再構築の推進

地域経済牽引事業計画サーキュラーエコノミー
廃止

融資枠
２００（４００）億

・創業関連保証
・再挑戦支援保証

融資限度額

２億円 ２億
８，０００万円

産業創造資金の拡充

１，０００億

社会貢献企業等優遇貸付対象者
・SDGｓパートナー ・多様な働き方実践

・シニア活躍推進 ・障害者雇用促進

・企業価値向上 ・パートナーシップ

BCP策定企業

融資枠
1００億 2００億

※（）内は１２月補正予算後



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について ☜
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



対象者要件

・カーボンニュートラルの実現
・創エネ
・省エネ
・サーミュラーエコノミー
・その他

・DXの推進

・事業再構築の推進
・国の事業再構築補助金
・埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金
・埼玉県経営革新グリーン分野進出支援事業補助金

・成長分野への進出、事業拡大

・人手の省力化

・シニア、女性及び障害者等の職場環
境の整備等

・感染症の拡大防止策実施

融資利率 １．０％～１．４％以内 １．１％～１．５％以内

利子補給率 ０．６％ ０．５％

１−(2)−① 設備投資促進資金の融資条件



１−(2) −② サーキュラーエコノミーの具体的な要件等

・再生可能な原料への転換に係る設備の導入（再生可能な原料への転換を図るための製品開
発又はその部品の製造等に係る設備の導入も含む）

例：化石資源由来のプラスチックを再生可能資源由来のバイオプラスチック等へ転換を図る

・再資源化に係る設備の導入（再資源化を図るための製品開発又はその部品の製造等に係る
設備の導入も含む）

例：包装資材、プラスチック、太陽電池及び自動車用蓄電池等のリサイクルプロセス構築を図る

サーキュラーエコノミーの取組とは

○ 廃棄物や汚染を生み出さない設計を行う
○ 製品や原材料を使い続ける
○ 自然システムを再生させる

具体例



１−(2) −③ 設備投資促進資金に係る認定書（様式１４−３）の改正点

必要書類

設備投資促進資金に係る認定書(様式１４−３) （受付機関が認定）

様式１４−３ 抜粋



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について ☜
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



１−(3)−① 伴走支援型経営改善資金の対象者要件について
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
ア セーフティネット保証４号の認定を受けている方

イ セーフティネット保証５号の認定を受けている方

ウ 次のいずれかに該当する者
（ア） 最近１か月の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少している方

（イ） 最近１か月の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（ウ） 最近１か月の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（エ） 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（オ） 最近１か月の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方

（カ） 最近１か月の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方

（キ） 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方



セーフティネット保証４号 セーフティネット保証５号 一般保証

融資限度額
設備資金 １億円
運転資金 １億円（県制度融資のみ借換可）

融資期間
設備資金１０年以内（据置５年以内）
運転資金１０年以内（据置５年以内）

融資利率 ０．９％～１．１％以内
１．０％～１．２％以内

（責任共有制度の対象除外となる県制度融資の既往借入金の
範囲内の額を借り換える場合は０．９％～１．１％以内）

保証料
０．８５％

（国から信用保証協会に０．６５％の補助あり）

０．４５％～１．９％以内

（国から信用保証協会に０．２
５％～０．７５％の補助あり）

（財務区分による）

利子補給率 ０．６％

その他
・受付機関は金融機関
・金融機関による継続的な伴走支援（フォローアップ）が必要

１−(3)−② 伴走支援型経営改善資金の融資条件について

※

※

※

※

※経営者保証免除対応の場合は各0.2％上乗せとなるが、上乗せされる保証料は国の補助対象となり、事業者負担は変わらな
い。ただし、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助対象とならないため、全額事業者負担となる。



資金名 伴走支援型経営改善資金
経営安定資金

（知事指定等貸付）特定業種関連
【エネルギー・原材料価格高騰特例】

融資利率

（Ａ）

セーフティネット保証４号の場合
０．９％～１．１％以内

セーフティネット保証５号・一般保証の場合
１．０％～１．２％以内

【責任共有制度の対象除外となる県制度融資の
既往借入金の範囲内の額を借り換える場合】

０．９％～１．１％以内

０．９％～１．１％以内

保証料

（Ｂ）
０．２％（事業者の実質負担率） ０．４５％～１．５９％

トータル
コスト

（Ａ＋Ｂ）

セーフティネット保証４号の場合
１．１％～１．３％以内

セーフティネット保証５号・一般保証の場合
１．２％～１．４％以内

【責任共有制度の対象除外となる県制度融資の
既往借入金の範囲内の額を借り換える場合】

１．１％～１．３％以内

１．３５％～２．６９％以内

１−(3)−③ 経営安定資金【エネルギー・原材料価格高騰特例】との資金調達コスト比較

※経営安定資金【エネルギー・原材料価格高騰特例】は令和５年６月末まで延長



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について ☜
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



１−(4) 起業家育成資金の拡充

融資対象者

・個人開業予定者（事業を営んでいない個人で、１か月以内（＊）に事業を開始する計画があるもの）

・法人開業予定者（事業を営んでいない個人で、２か月以内（＊）に法人を設立し事業を開始する計画があるもの）

・分社化予定者（分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人）

・開業後５年未満の個人（当該開業の日前に事業を営んでいなかったもの）

・開業後５年未満の法人（設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの）

・創業後５年未満の法人成り企業（事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人開業日から５年未満）

・分社化後５年未満の法人（分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立から５年未満）

※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合、創業予定者又は税務申告１期未終了者は、創業資金総額の１０分の１
以上の自己資金を有することが必要

融資限度額
３，５００万円

（限度額には、令和４年３月３１日以前に融資実行した新事業創出貸付、独立開業貸付、女性・若者起業家支援貸付、
令和４年４月１日以降に融資実行した起業家育成資金の既往残高を算入する）

融資期間
設備資金 １年超１０年以内（据置１年以内）

運転資金 １年超７年以内（据置１年以内）

担保・保証人
個人：不要 法人：原則として代表者以外の連帯保証人は不要

※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は不要

融資利率 １．０％～１．２％以内

保証料
０．８％

※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は１．０％

その他
※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、創業３年目及び５年目に、中小企業活性化協議会
によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける

起業家育成資金の融資条件（スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合の融資条件は※部分）

＊認定特定創業支援等事業により経済産業省令に定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては６か月以内



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について ☜
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



産業創造資金

社会貢献企業等優遇貸付

海外投資貸付

産業立地貸付

令和４年度

１−(5) 産業創造資金の拡充

事業承継資金
事業承継特別貸付

事業承継支援貸付

経営革新計画促進融資

産業創造資金

社会貢献企業等優遇貸付

海外投資貸付

産業立地貸付

事業承継特別貸付

事業承継支援貸付

経営革新計画促進貸付

令和５年度

産業創造資金（社会貢献企業等優遇貸付）の対象に
「BCP策定企業」を追加します。



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について ☜
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



１−(６) 企業パワーアップ資金の拡充

特に経営状況の苦しい企業の再生に向けた取組を支援するた
め、融資限度額を

２億円 → ２億８，０００万円 に
融資枠を

１００億 → ２００億 に
拡充します。



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について ☜

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



１−(７) 令和５年度上半期 埼玉県中小企業制度融資利率改定一覧
資金名 令和４年度下半期 令和５年度上半期

事業資金（一般貸付） １．３％〜１．５％ １．５％〜１．７％
小規模事業資金 １．２％〜１．４％ １．４％〜１．６％
小規模事業資金【経営革新企業特例適用の場合】 １．１％〜１．３％ １．３％〜１．５％
起業家育成資金 ０．８％〜１．０％ １．０％〜１．２％
設備投資促進資金 ０．９％〜１．３％ １．１％〜１．５％
設備投資促進資金【カーボンニュートラル・DX・事業再構築要件の場合】 ０．８％〜１．２％ １．０％〜１．４％
産業創造資金（経営革新計画促進貸付） ０．９％〜１．１％ １．１％〜１．３％
産業創造資金（事業承継特別貸付） ０．９％〜１．１％ １．１％〜１．３％
産業創造資金（事業承継支援貸付） １．１％〜１．３％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（社会貢献企業等優遇貸付） １．１％〜１．３％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（海外投資貸付） １．１％〜１．３％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（産業立地貸付）保証付き １．２％〜１．４％ １．４％〜１．６％
産業創造資金（産業立地貸付）保証なし １．３％〜１．５％ １．５％〜１．７％
経営安定資金（大臣指定等貸付） ０．９％〜１．１％ １．１％〜１．３％
経営安定資金（知事指定等貸付）【SN5号の場合】 １．０％〜１．２％ １．２％〜１．４％
経営安定資金（知事指定等貸付） １．０％〜１．２％ １．２％〜１．４％
経営安定資金（知事指定等貸付）【エネルギー・原材料価格高騰特例の場合】 ０．７％〜０．９％ ０．９％〜１．１％
伴走支援型経営改善資金【SN4号】 ０．９％〜１．１％ ０．９％〜１．１％
伴走支援型経営改善資金【SN5号・一般証の場合】 １．０％〜１．２％ １．０％〜１．２％
経営あんしん資金 １．２％〜１．４％ １．４％〜１．６％



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール ☜
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について



資 料 名 印刷物 ホームページ

令和５年度
埼玉県中小企業制度融資のご案内

3月末
発送予定

デジタル版
4月1日
掲載予定

※１
埼玉県中小企業制度融資様式集(令和５年度) 制度融資の

手引に収録

申込書(様式変更あり) ※複写式のもの ４月上旬
発送予定

埼玉県中小企業制度融資の手引
5月中旬
発送予定

（商工団体のみ）

デジタル版
4月1日
掲載予定

※２

２−① 制度改正に伴う各種資料等の配布・掲載スケジュール

※１ 一般向け（中小企業向け制度融資）ページ
※２ 関係機関向けページ



２−② ブックマーク（しおり）機能イメージ



２−③ 一般向け（中小企業向け制度融資）ページについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/
県HPトップページ > しごと・産業 > 産業 > 産業支援・経営支援 > 中小企業向け制度融資

・埼玉県公式ホームページのトップページからリンクをたどる（上記参照）
・埼玉県公式ホームページトップページの「キーワードから探す」から「ページ番号で検索」を選択し
「4171」と入力し検索
・任意の検索エンジン（google等）で「埼玉県制度融資」と入力して検索

アクセス方法

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/


２−④ 関係機関向けページについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/seido-files.html

・埼玉県公式ホームページトップページの「キーワードから探す」から「キーワードで検索」を選択し「関
係機関向けページ」と入力して検索、または「ページ番号で検索」を選択し「24285」と入力し検索

アクセス方法

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/seido-files.html


２−⑤ 県ホームページトップページの検索欄について



本日の内容
１：令和５年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 設備投資促進資金の拡充について
(3) 伴走支援型経営改善資金の拡充について
(4) 起業家育成資金の拡充について
(5) 産業創造資金の拡充について
(6) 企業パワーアップ資金の拡充について
(7) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について ☜



３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について

✔

・これまでどおり、４枚複写の申込書を使用（原則）
エクセルデータは試行的にHPにアップ

・申込書到着まで昨年度の申込書の使用可能
（申込書発送予定 ４月上旬）

旧資金名にチェック

申込書記載例 産業創造資金⑥経営革新計画促進貸付、⑧事業承継支援貸付の場合



３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について

申込書記載例
⑨産業創造資金社会貢献企業等優遇貸付 パートナーシップ構築宣言要件又はBCP策定要件の場合



３：制度融資申込書のデジタル化書式導入について

この部分に「スタートアップ」と記載

✔

スタートアップ

申込書記載例 ④起業家育成資金 スタートアップ創出促進保証制度利用の場合

起業家育成資金の

「会社設立予定」、「会社」、「分社化計画」、

「分社」のいずれかにチェック



ご静聴ありがとうございました。

産業労働部 金融課


